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標記につきましては、過日意見募集が行われました※１が、
今般以下の通り省令改正が行われました※２のでご案内い
たします。

１．基礎年金番号の管理義務化※３ 【厚年、ＤＢ、ＤＣ】

（施行：平成２２年４月１日）
⇒DBのお客様には事務取扱いの詳細を事務ニュース
でご案内予定です。

２．業務経理への繰入れ特例延長 【厚年】

（平成２４年３月末まで延長、即日施行）
⇒繰入れ特例の延長に併せ通知改正が近々予定されて
おります（特例の内容等は ニュースNo.192、195ご参照）。

ポイントポイント

※１ ニュースNo.169（基礎年金番号の管理義務化）、No.191（繰入れ特例） ご参照
※２ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495090111&OBJCD=100495&GROUP=
※３ 基礎年金番号が追加される事項は下表ご参照

以上

基金型 規約型

加入者原簿へ「基礎年金番号」の追加 今回追加 済

事業主からの届出事項へ「基礎年金番号」の追加 今回追加 不要 今回追加
※今回
   変更

ＤＢ・企業型ＤＣへの移換時の提出情報へ「基礎
年金番号」の追加

不要 今回追加

企業型ＤＣ 厚年基金今回手当てされた内容

今回追加

今回追加

ＤＢ

＜基礎年金番号が追加される事項＞

※加入時に基礎年金番号がない方の取扱いは、番号を取得次第、速やかに原簿へ記載すればよいこ
とが確認されました。（ 上記リンク先の「結果概要（PDF）」ご参照）

※

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495090111&OBJCD=100495&GROUP=

